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第 １ 号議案 
 

平成２７年９月１５日付け２７長都第２８０号で長久手市長が付議した「名

古屋都市計画用途地域の変更」について（長久手市決定） 
 
平成２７年１１月２日提出 
 

長久手市都市計画審議会会長 
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種　　類 面　　積

建 築 物 の
延べ面積の
敷地面積に
対する割合

建 築 物 の
建築面積の
敷地面積に
対する割合

外  壁  の
後退距離
の  限  度

建 築 物 の
敷地面積の
最 低 限 度

建築物の
高  さ  の
限      度

備　考

第 一 種 低 層 約 110 ha 10/10以下 5/10以下

住 居 専 用 地 域 約 132 ha 10/10以下 6/10以下

約 8.0 ha 15/10以下 6/10以下

小 計 約 250 ha

第 二 種 低 層

住 居 専 用 地 域

第 一 種 中 高 層 約 67 ha 15/10以下 6/10以下

住 居 専 用 地 域 約 13 ha 20/10以下 6/10以下

小 計 約 80 ha

第 二 種 中 高 層

住 居 専 用 地 域

第 一 種

住 居 地 域

第 二 種

住 居 地 域

準 住 居 地 域 約 31 ha 20/10以下 6/10以下

約 1.7 ha 30/10以下 6/10以下

小 計 約 33 ha

近 隣 商 業 地 域 約 11 ha 20/10以下 8/10以下

約 5.9 ha 30/10以下 8/10以下

小 計 約 17 ha

商 業 地 域 － － － － － －

準 工 業 地 域 約 57 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 7.6%

工 業 地 域 約 33 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 4.5%

工 業 専 用 地 域 － － － － － －

合 計 約 747 ha 100.0%

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

名古屋都市計画用途地域の変更（長久手市決定） 

　都市計画用途地域を次のように変更する。
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理    由 
 
 
 下山地区の南側の一部の用途地域は、土地区画整理などの都市基盤整備に備え、

第一種低層住居専用地域（容積率５０％、建ぺい率３０％、建築物の高さの最高限

度１０ｍ）に定められていたが、長久手市下山土地区画整理事業の仮換地指定に伴

い、土地利用が明確になったことから、適切な用途地域に変更するものである。 
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理 由 書 

【長久手市 下山地区】 

 

１ 変更の概要 

 主な変更は以下のとおりです。 

変更前後 種類 容積率 建ぺい率
高さの

限度 
備考 

変更前 

第一種低層住居専用地域 50％ 30％ 10ｍ 最終決定 

平成 8 年 5 月 31 日

告示
第二種中高層住居専用地域 200％ 60％  

第一種住居地域 200％ 60％  

変更後 
第一種中高層住居専用地域 150％ 60％   

第一種住居地域 200％ 60％  

２ 当該都市計画の都市の将来像における位置づけ 

長久手市都市計画マスタープラン（長久手市：平成 22 年３月策定）において、「安

全で高質、文化的な暮らしのあるまち」をまちづくりの目標とし、「都市基盤整備

地区での社会資本ストックの維持保全」を目指しています（P.55 第２章－１－（４）

参照）。 
全体構想においては、「土地区画整理事業等により計画的に整備され、または整

備が予定されている住宅地のうち、リニモ沿線や幹線道路等に面さない地区につい

ては、現在確保されている良好な住環境を保全しながら、『専用住宅地区』として

の土地利用を維持・保全する」と位置付けられています（P.65 第２章－２－(１)－
⑦参照）。 

また地域別構想で当該地区は、「藤が丘駅の徒歩圏内であり新規住宅供給が予定

されることから、公共交通の利便性や文化の拠点施設の集積を魅力として活かしつ

つ、多様な世代の生活ニーズに対応した良好な住宅地の形成をめざす」と位置付け

られています（P.93 第３章－２－４参照）。 
３ 当該都市計画の必要性 

用途地域は、市街地における土地利用規制の根本をなしており、都市全体にわた

る都市機能の配置及び密度構成の観点から検討し、地域ごとの市街地の将来像に合

わせて見直しを図ることが望ましいとされています。 

当該地区は、現在、土地区画整理事業に備え、無秩序な開発を抑制し、良好な住

環境を保全するために、暫定的に第一種低層住居専用地域（容積率 50％、建ぺい率

30％、建築物の高さの最高限度 10ｍ）が指定されていますが、公共施設の整備状況

等を勘案し、地区の一部である低未利用地において長久手市下山土地区画整理事業

を事業化させ、平成 26 年度に仮換地指定が行われました。 

そこで、藤が丘駅の徒歩圏内に位置する当該地区は、公共交通の利便性の高い良

好な住宅地の形成を図るため、適切な用途地域に変更します。 
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４ 当該都市計画の妥当性 

（１）区域 

第一種中高層住居専用地域に変更する区域は、基本的に道路や河川の中心線

もしくは行政界を区域境界としています。それ以外の区域境界として、都市計

画道路猪子石線からの沿道距離 30ｍの位置と筆界を区域境界としています。 

第一種住居地域に変更する区域は、幹線道路の沿道としています。都市計画

道路長湫西部線及び名古屋市との行政界に跨る西側道路沿道は、道路や河川の

中心線もしくは行政界を区域境界としています。都市計画道路猪子石線沿道は、

道路からの沿道距離 30ｍの位置までを区域境界としています。 

以上のように、区域の境界は明確です。 

（２）規模 

土地区画整理事業等により必要な都市基盤施設の整備が確実になった

12.88ha に、この変更に併せて、用途地域界を整形にするため必要最低限の第

二種中高層住居専用地域 0.05ha と第一種住居地域 0.29ha を加えた 13.22ha を

対象としています。 

（３）施設の配置等 

当該地区の用途地域の選定にあたっては、以下のとおりとしています。 

１）第一種住居地域（容積率 200％、建ぺい率 60％）（約 2.38ha） 

主要な道路の沿道は、身近な買い物のための店舗や事務所が適切に共存し

た住宅地とするため、第一種住居地域を指定するものです。 

２）第一種中高層住居専用地域（容積率 150％、建ぺい率 60％）（約 10.84ha） 

その他の地域は中高層住宅を中心とした良好な住宅地とするため、第一種

中高層住居専用地域を指定するものです。 

  以上から、区域、規模、施設の配置等は妥当です。 
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名古屋都市計画
用途地域の変更（長久手市）
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第 ２ 号議案 
 

平成２７年９月１５日付け２７長都第２８１号で長久手市長が付議した「名

古屋都市計画地区計画の決定」について（長久手市決定） 
 
平成２７年１１月２日提出 
 

長久手市都市計画審議会会長 
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名古屋都市計画地区計画の決定（長久手市決定） 

都市計画下山地区計画を次のように決定する。 

名 称 下山地区計画 

位 置 長久手市下山及び櫨木の各一部 

面 積 約 5.5 ha 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標

本地区は地下鉄藤が丘駅から約600ｍという立地条件に優れた位置に存

し、長久手市の人口増加傾向を受けて、市街地拡大による住環境整備が必

要とされており、土地区画整理事業により基盤整備を行う地区である。 

そこで本地区では、建築物の規制誘導を積極的に推進し、良好な市街地

の形成と土地区画整理事業の効果を維持・保全することを目標とする。 

土地利用の方針

本地区を以下のように区分し、各地区の土地利用の方針を定める。 

１ Ａ地区 

中層住宅を中心とした良好な住環境の形成を図る。 

２ Ｂ地区 

良好な住環境と店舗や業務施設等の都市的機能の共存を図る。 

地区施設の 

整備方針 

本地区は、良好な市街地形成を図るために、道路を地区施設として配置

する。なお、本地区は、土地区画整理事業により整備し、公共施設の維持・

保全を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

各地区の土地利用の方針に従い、良好な住環境及び景観の形成を図る建

築物の整備の方針を定める。 

１ Ａ地区 

中層住宅を中心とした良好な住環境の形成を図れるよう、建築物等の用

途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形

態又は色彩その他意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を行う。 

２ Ｂ地区 

良好な住環境と店舗や業務施設等の都市的機能の共存が図れるよう、建

築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建

築物等の形態又は色彩その他意匠の制限を行う。 
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（理由） 

 

 

長久手市下山土地区画整理事業による都市基盤整備とあわせ、適正な土地利用を図り、良好な市街

地を形成するため、地区計画を決定する。 
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理 由 書 

【長久手市 下山地区】 

 

１ 当該都市計画の都市の将来像における位置づけ 

長久手市都市計画マスタープラン（長久手市：平成 22 年３月策定）において、

市の将来像である「人が輝き 緑があふれる 交流都市 長久手」に向けた「安全

で高質、文化的な暮らしのあるまち」をまちづくりの目標とし、「都市基盤整備地

区での社会資本ストックの維持保全」を目指しています（P.55 第２章－１－（４）

参照）。 
全体構想においては、「土地区画整理事業等により計画的に整備され、または整

備が予定されている住宅地のうち、リニモ沿線や幹線道路等に面さない地区につい

ては、現在確保されている良好な住環境を保全しながら、『専用住宅地区』として

の土地利用を維持・保全する」と位置付けられています（P.65 第２章－２－（１）

－⑦参照）。 
また地域別構想で当該地区は、「藤が丘駅の徒歩圏内であり新規住宅供給が予定

されることから、公共交通の利便性や文化の拠点施設の集積を魅力として活かしつ

つ、多様な世代の生活ニーズに対応した良好な住宅地の形成をめざす」と位置付け

られています（P.93 第３章－２－４参照）。 
２ 当該都市計画の必要性 

（１）当該都市計画の必要性 

都市基盤施設の整備が遅れていた当該地区において、長久手市下山土地区画

整理事業が施行されています。これに合わせ、藤が丘駅の徒歩圏である当該地

区の立地特性を活かした良好な住宅地の形成を図ります。 

（２）事業実施による効果 

土地区画整理事業により、狭あい道路の解消や公園の整備等の公共施設整備

に加え、未接道・不整形敷地の再配置や宅地の造成、供給処理施設の整備等の

宅地整備が行われ、利便性の高い市街地として総合的な整備が行われます。ま

た、併せて用途地域も変更する予定です。 
建築物に関する事項として、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建

築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又

はさくの構造の制限を定めます。事業が進み、新しい土地利用が可能となる時

点で、適切な誘導を行うことで、良好な住環境の創出を図ります。 
３ 当該都市計画の妥当性 

（１）位置 

当該地区は、長久手市の北西に位置し、名古屋市営地下鉄藤が丘駅からは、

北に約 600ｍの公共交通の利便性に優れた地域であり、市の上位計画に位置付

けられた住宅地です。 

（２）区域 

当該地区の区域境界は、土地区画整理事業の施行地区界と同じです。 
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（３）規模 

地区面積は、土地区画整理事業の施行地区と同じ 5.5ha を対象としています。 

当該地区では、良好な市街地の形成と土地区画整理事業の効果を維持・保全

するため、以下のとおり、地区特性に応じて、きめ細かに土地利用を誘導しま

す。 
１）Ａ地区 

中層住宅を中心とした良好な住環境の形成を図ることを目的としていま

す。 

２）Ｂ地区 

良好な住環境と店舗や業務施設等の都市的機能の共存を図ることを目的

としています。 

以上から、位置、区域、規模は妥当です。 
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名古屋都市計画
用途地域の変更（長久手市）
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